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 はじめに 

 

    我が国の経済は、令和 5 年１0 月に内閣府が発表した月例経済報告では、「景気は、

緩やかに回復している」とし、先行きについては「雇用・所得環境が改善する下で、各

種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。」とする一方で、「世

界的な金融引き締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れ

が我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる

情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」としています。 

政府は、令和５年６月１５日に「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」を閣議決

定し、「時代の転換点」とも言える内外の構造的な課題の克服に向け、大胆な改革を

進めることにより、新時代にふさわしい経済社会を創造していかなくてはならないこと

を掲げています。この政府方針に基づく予算編成の動向は、令和５年７月２５日に「令

和６年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針」が閣議了解され、「基本方針２

０２３」、「基本方針２０２２」及び「基本方針２０２１」に基づき、経済・財政一体改革を

着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない。

歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算

の中身を大胆に重点化するとしています。また、新しい資本主義の実現に向けた構

造的賃上げの実現や人への投資、分厚い中間層の形成に向けた取組や、ＧＸ・ＤＸ、

スタートアップ推進や新たな産業構造への転換など、官と民が連携した投資の拡大と

経済社会改革の実現に向け、重要政策課題に対応するため「重要政策推進枠」を措

置するとされており、地方自治体に対する財政措置を含め、中長期の視点に立った

経済財政運営の方針を示しており、今後の状況を常に注視していく必要があります。 

    本町においては、歳入面では、令和４年度の芽室町一般会計決算状況で、農業生

産額が好調であったことから個人分の町民税が伸び、町税収入は増加したものの、

普通交付税及び臨時財政対策債は前年度から大幅に減少しました。また、現段階で

は、町税に関する見込みを立てることは難しく、安定的な一般財源の確保は見込め

ない状況にあり、今後もしばらくは一般財源の伸びは見込めません。 

    一方、歳出では、起債償還額及び起債残高は、役場庁舎や温水プールの建設、道

路・橋りょうや地域集会施設などのインフラ再整備に係る新規借入により大きく増加

しており、債務負担行為により履行しなければならない経費の増加に加え、子育て支

援や高齢者対策などに伴う扶助費の増加もあることから、今後においても、財政の硬

直化は予断を許さない状況が続くと予想されます。 

したがって、中期的な将来を見通した財政運営は引き続き厳しい状況が想定され

ることから、限られた財源の有効活用を図るため、より一層踏み込んだ行政評価に基

づく改革・改善を実施するとともに、「芽室町行政経営ポリシー」に基づく創意工夫を

実践し、歳入に見合った歳出構造への転換を進めながら、次世代を見据えた持続可

能な自治体経営を行う必要があります。 
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１ 財政計画の位置付け 
 

    本計画は、第５期芽室町総合計画の実施計画（後期４年間）に対応した「芽室町中期財

政計画」を基本に、総合計画の実現のため毎年度策定される３か年の実行計画に対応

するもので、財政面から施策の推進に向けた事業実施の見通しを立てるものであります。 

    

 【各計画の相関図】 

    中期財政計画は、総合計画の実施計画前後期毎の４か年に対応するものと、３か年

の実行計画に対応するものとに分けて策定し、後者については、次年度以降実行計画

に連動して毎年度見直しを図ります。 
 

 

 

 

    R1                         R８              R1                      

   ▼                       ▼               ▼                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

            

 

 

 

 

 

２ 財政計画の期間及び会計 
 

（１） 本計画の期間は、総合計画後期実施計画に合わせ、令和５年度から令和７年度まで

の３か年とします。 

 

（２）会計単位は、一般会計とします。 

予算編成（各年度） 

実 行 計 画 (3 年) 

総 合 計 画 

基 本 構 想 (８年) 

実施計画 

(前期４年) 

実施計画 

(後期４年) 

財 政 計 画 (3 年) 

財政基本計画 

中期財政計画 

(前期４年) 

中期財政計画 

(後期４年) 

評価の結果と社会経済環境 

の実態に合わせ毎年見直し 

評価の結果と社会経済環境 

の実態に合わせ毎年見直し 

R８ 

  ▼  

 基 本 方 針 (８年) 

 

整 
 

 

合 
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３　財政計画における歳入・歳出推計の条件

　○事務事業にかかる特定財源については、歳出推計に連動し、推計している。

（１） 歳　入

① 町税

　　　□給与所得

　　　□営業所得

　　　□農業所得

　　　□その他所得（不動産・年金など）

　　　□譲渡所得

　　　　　新型コロナウイルス感染症による影響は、短期間での景気回復は見通せないことに
            加え、円安による物価高によるコストの増加などを加味した推計額で見込む。

　　　　　新型コロナウイルス感染症流行以前の水準に、短期間での回復は見通せない。
　　　　　農業関連事業についても収益の増加の予測は難しく、また、円安による物価高など
　　　　　の影響に対応する賃上傾向はみられるものの、大幅な増額は望めない推計額で
　　　　　見込む。

　○歳入歳出ともに令和３年度は決算額、令和５年度は決算見込額とし、令和６年度以降は
　　 これらを基に積算した推計値となっている。

　○各経費は、現時点で想定される要因を勘案するとともに後年度予定事業費（総合計画の実
　　 行計画における計上額）を基に推計している。

　　令和６年度以降について、次のとおり推計条件を設定した。

　　法人町民税は、新型コロナウイルス影響をはじめ、円安の影響やエネルギー、原材料費
　　等の高騰などによる企業収益の悪化を踏まえて推計。景気回復の具体的見込みが立た
　　ないことから、以降も令和５年度推計を踏まえ同程度で推計。

　　　　　大きく変動する性格のものであり、現時点では推計が困難であることから、直近
　　　　　６か年平均額（平成29年度～令和４年度）で見込む。

　　　　　大幅な変動要素がないことから、令和５年度推計額同様で見込む。

　　　　　粗生産額は堅調ではあるものの、燃料等の資材や飼料価格がコストを増加さ
　　　　　せており、収入減が懸念される。円安による物価高などを加味した推計額で見込む。

　　固定資産税は、土地については令和３年度評価替年だったが、コロナ影響の税制改正に
　　より課税標準額が据え置きとなったことから、令和６年度以降は毎年度同程度で推計。
　　家屋の令和３年度評価替えによる減税と企業による投資を踏まえて同程度で推計。償却
　　資産は令和３年度に企業の工場増設など新たな設備投資が伸びたが、令和６年度以降
　　は過年度実績に基づく平準的な見込みとし△5.0％で推計。

　　軽自動車税は、軽自動車の販売台数等の推計が困難であるため、近年の状況から
　　登録台数をほぼ横ばいとして令和６年度以降を推計。
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　　都市計画税は、固定資産税の伸び率を勘案し、見込む。

② 地方譲与税及び各種交付金

　　 

　　

③ 地方交付税

④ 分担金及び負担金

　　地方特例交付金は、住宅ローン減税に係る減収を補填するための交付金に加え、令和
　　元年度より自動車税減収補填分、軽自動車税減収補填分、子ども・子育て支援臨時交
　　付金が加わったが、子ども・子育て支援臨時交付金は令和元年度のみ、自動車税減収
　　補填分については令和３年３月まで。令和６年度以降は令和５年度の同額で推計。

　　特別交付税は、地域おこし協力隊員の増減など個別加算見込を踏まえるが、令和６年度
　　以降は令和５年度同額推計で固定。

　　地方譲与税は、令和６年度は自動車重量譲与税は1.0％増、地方揮発油譲与税は変動
　　なしで推計。森林環境譲与税は道試算による推計。令和７年度以降は、令和６年度同額
　　で推計。

　　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金については、推計が困難であ
　　るため令和５年度と同額で推計。

　　地方消費税交付金は、普通交付税における基準財政収入額に基づく収入見込額を
    ベースに、令和６年度以降は令和５年度見込同額で推計。

　　ゴルフ場利用税交付金は、利用者が減少傾向にあるが、令和６年度以降も令和５年度
　　同額で推計。

　　自動車税環境性能割交付金は自動車取得税交付金の廃止とともに創設された。令和６
　　年度以降においては、令和５年度と同額で推計。

　　国営及び道営事業等にかかる受益者負担金は、総合計画の2024実行計画に基づき、
　　見込む。

　　普通交付税の令和６年度は「令和６年度地方交付税の概算要求の概要」に基づく＋1.1
　　％となっているものの、厳しめに令和５年度実績の△2.0％と推計。７年度以降は基盤強
　　化期間が終了していることから、更に△2.0％として推計。

　　たばこ税は、平成30年10月から段階的に税率の改正が行われており、税率引き上げに
　　比例して売り上げ本数が減少している。令和６年度以降も毎年度減少で推計。

　　法人事業税交付金は、令和３年度から５年度までの交付基準の経過措置を踏まえると
    ともに、令和５年度普通交付税基準財政収入額算入額と法人税収入の伸び率から推
    計。
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⑤ 国・道支出金

⑥ 繰入金

⑦ 諸収入

⑧ 町債

　　普通建設事業債は、歳出（普通建設事業費：実行計画）の推計に連動し、見込む。

⑨ その他

　　繰越金は、令和５年度当初予算額をベースに同額を固定で見込む。

　　特定事業の財源とする地域振興基金は歳出推計に連動させ、農業振興基金は、
　　令和３年度からの哺育育成施設整備事業債の償還予定額を含めて推計。
　　また、総合計画の2024実行計画に基づき、地域集会施設再整備事業等の財源として
　　公共施設整備基金の繰入額を見込む。

　　寄附金は、ふるさと納税特典贈呈事業による実績を踏まえて、令和６年度以降450,000千
　　円で推計。

　　臨時財政対策債の令和６年度以降は、令和５年度の普通交付税本算定結果（53,736
　　千円）及び、普通交付税の近年の抑制傾向及び地方財政計画を踏まえて△29.0％で
　　推計。

　　使用料及び手数料は、決算統計に合わせるため、認可保育所保護者負担金及びひだ
　　まり保育所保護者負担金を使用料として推計。

　　令和５年度当初予算額をベースに、特殊要素を除いて見込む。

　　扶助費や補助費、繰出金、普通建設事業費など対象事業の歳出推計に連動し、見込
    む。普通建設事業費は、2024実行計画数値で推計。

-6-



（２） 歳　出

① 人件費

② 物件費

③ 維持補修費

　　公共施設の長寿命化対策等を勘案し、伸び率を3.0％増で推計する。

④ 扶助費

　　　□高齢者施策

　　　□障がい者施策

　　　□幼児及び児童施策

⑤ 補助費等

⑥ 公債費

⑦ 投資及び出資金

　　職員給与関係費については、職員数適正化方針（令和２年４月策定）に基づく採用計
　　画を反映するとともに、令和２年度からの会計年度任用職員制度導入による影響を
　　反映して推計。令和４年度より定年引上げによる退職者見込及び新規採用の平準化
　　採用方針を反映。

　　　　　認可保育所費は、委託料の公定価格上昇を予測するが、人数減少を踏まえ推計。

　　各種委託経費の見直しや選挙等の特殊事情を考慮して推計。
　　また、令和２年度からの会計年度任用職員制度導入による影響を加味（賃金、共済費
　　の人件費への分析移動による減額）している。

　　高齢者・障がい者・幼児及び児童・その他施策など、区分ごとに経費を分類し、それぞ
　　れ推計する。

　　　　　老人保護措置は令和５年度補正後予算額で推計する。

　　　　　自立支援給付の補正予算による増額を加味して令和６年度を推計。
　　　　　以降、毎年度2.0％増加を見込む。

　　事業会計補助（下水道・上水道・病院）については、国が定める地方公営企業繰出
　　基準等を勘案し、推計する。

　　既発行済の元利償還金を基に、後年度予定されている普通建設事業にかかる借入見
　　込額により推計。臨時財政対策債発行予定額については、現在の利率、償還期間を
　　適用し、その元利償還金を見込み、推計する。（総合計画の2024実行計画を反映）

　　令和２年度より新たに、下水道事業会計への出資金を見込んでいる。公立芽室病院
　　分については、総合計画の2024実行計画を反映。
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⑧ 貸付金

⑨ 積立金

⑩ 繰出金

⑪ 普通建設事業費

⑫ 予備費

　　令和５年度当初予算額で推計する。

　　国が定める地方公営企業繰出基準等を勘案するとともに、総合計画の実行計画に基づ
　　き、各会計別に推計する。公共下水道特別会計及び集落排水特別会計については、
　　令和２年度に事業会計化されたことから皆減している。（決算統計上、補助費及び出資
　　金として分析される）

　　総合計画の2024実行計画に基づき、公共施設等の長寿命化改修や建替え、道路
　　整備、土地改良事業など、後年度予定事業を計画的に実施することを想定し、推計
　　する。

　　中小企業融資資金、大学等奨学金貸付金は令和５年度当初予算額で推計。

　　各種基金の運用益と新たな積立によるもので、ふるさと応援寄付金の令和６年度は
　　450,000千円を見込む。森林環境譲与税積立及び土地売払い予定（総合計画の2024年
　　実行計画）を踏まえて推計。
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４　財政計画及び主な財政指標推移（見込み）

（１） 年次別財政計画
（単位：千円）

令和４年度
（決算額）

令和５年度
（見込値）

令和６年度
（計画値）

令和７年度
（計画値）

令和８年度
（計画値）

　町　税 3,394,106 3,145,934 3,145,934 3,145,934 3,145,934
　地方譲与税 315,911 309,973 315,565 315,565 315,565
　利子割交付金 1,075 900 900 900 900
　配当割交付金 7,836 7,700 7,700 7,700 7,700
　株式等譲渡所得割交付金 6,310 7,100 7,100 7,100 7,100
　法人事業税交付金 45,044 35,900 35,900 35,900 35,900
　地方消費税交付金 499,591 544,000 544,000 544,000 544,000
　ゴルフ場利用税交付金 4,210 4,111 4,111 4,111 4,111
　環境性能割交付金（自動車取得税交付金） 26,884 15,000 15,000 15,000 15,000
　地方特例交付金 21,339 21,572 20,252 20,252 20,252
　地方交付税 3,793,705 3,706,189 3,620,000 3,554,000 3,489,320
　交通安全対策特別交付金 3,640 4,300 4,300 4,300 4,300
　分担金及び負担金 110,819 127,592 159,803 164,301 172,903
　使用料及び手数料 291,898 297,311 299,744 299,674 299,744
　国庫支出金 1,504,717 1,613,348 995,527 1,090,811 1,072,206
　道支出金 1,050,404 955,782 946,624 961,813 1,004,421
　財産収入 28,581 34,427 34,427 34,427 34,427
　寄附金 281,267 450,000 450,000 450,000 450,000
　繰入金 181,008 866,710 328,745 328,644 328,644
　繰越金 670,334 408,629 100,000 100,000 100,000
　諸収入 511,349 453,183 453,553 455,204 455,204
　町　債 675,576 1,763,900 733,779 698,293 650,587

13,425,604 14,773,561 12,222,964 12,237,928 12,158,218

　人件費 1,917,402 1,912,007 1,916,688 1,943,452 1,872,555
　物件費 2,256,002 2,234,356 2,211,295 2,226,295 2,215,795
　維持補修費 520,010 555,259 571,917 589,074 606,747
　扶助費 1,731,772 1,702,323 1,661,932 1,676,428 1,689,738
　補助費等 2,619,064 2,231,337 2,246,339 2,282,223 2,310,271
　公債費 952,075 1,053,879 1,097,846 1,256,576 1,244,960
　投資及び出資金 171,472 179,109 222,601 191,794 192,216
　貸付金 325,300 320,200 320,200 320,200 320,200
　積立金 377,576 522,347 303,324 303,324 303,324
　繰出金 612,670 602,747 591,361 602,058 619,184
　普通建設事業費 1,398,479 3,402,180 1,615,881 1,501,586 1,818,928
　予備費 30,000 30,000 30,000 30,000

12,881,822 14,745,744 12,789,383 12,923,010 13,223,918

令和４年度
（決算額）

令和５年度
（見込値）

令和６年度
（計画値）

令和７年度
（計画値）

令和８年度
（計画値）

543,782 27,817 △ 566,420 △ 685,081 △ 1,065,700

【参　考】

△ 400,428 △ 638,297 △ 828,629 △ 828,629

財源過不足額　（Ａ）－（Ｂ）

中期財政計画における財源過不足額

歳
　
　
　
　
入

合　　　計　（Ａ）

歳
　
　
　
　
出

　　合　　　計　（Ｂ）
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（２） 基金及び町債残高

（３） 主な財政指標

3,067 2,726 2,701 2,675 2,650

1,102 853
853 853 853

804 480 420 360 300

13,123
13,908 13,598 13,199

12,708

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

R４決算 R５見込 R６計画 R７計画 R８計画

基 金 及 び 町 債 残 高 の 推 移

基金残高

財政調整

基金残高

公共施設整備

基金残高

町債残高

（百万円）

単位：千円

R４決算 R５見込 R６計画 R７計画 R８計画

 基　　金　　残　　高 3,066,975 2,726,241 2,700,820 2,675,399 2,649,978

  上記のうち
    財政調整基金残高

1,102,370 852,548 852,726 852,904 853,082

  上記のうち
    公共施設整備基金残高

803,974 479,754 419,769 359,784 299,799

 町　　債　　残　　高 13,123,204 13,908,195 13,597,979 13,198,764 12,707,610

【参　考】 単位：千円

R４決算 R５見込 R６計画 R７計画 R８計画

備 荒 資 金 超 過 納 付 270,628 271,551 272,474 273,397 274,320

単位：％

R４決算 R５見込 R６計画 R７計画 R８計画

経 常 収 支 比 率 87.1 88.3 89.1 89.5 89.9

実 質 公 債 費 比 率 6.5 8.1 9.4 9.8 9.5

将 来 負 担 比 率 58.1 78.3 70.1 63.2 52.8

単位：％

R8目標値

88.4

7.5

100.0

単位：百万円
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